
 
 
 
 
 
 
 
 

入札説明書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広島県警察本部 

 
 

（写真印画装置の使用、保守及び消耗品の 

供給に係る令和８年度単価契約） 
 
 
 
 
 
 
 
 



 広島県警察本部公告第45号（令和８年２月20日付け）で公告した一般競争入札（以下「入札」
という。）の実施については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 
 
１ 調達内容 

(1) 調達物品及び予定数量 
写真印画装置の使用、保守及び消耗品（予定数量は別紙１「仕様書」のとおり） 

(2) 調達物品の特質等 
   別紙１「仕様書」のとおり 
  (3) 借入期間 
   令和８年４月１日から令和９年３月31日まで 
  (4) 納入場所 
   別紙１「仕様書」のとおり 

(5) 入札方法 
   上記(1)の件名で写真印画装置消耗品１枚当たりの価格で入札に付する。 

なお、入札書は別紙２「入札書」を使用すること。 
(6) 入札書の記載方法及び記載例 

  ア 記載方法 
    機器の調達、設置、保守及び印画装置消耗品等の供給に要する費用の合計額から算出し

た１枚当たりの単価（消費税及び地方消費税相当額を含む。）を入札金額とするので、入
札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、
消費税及び地方消費税相当額を含めた金額（１円未満の端数が生じた場合は、その端数金
額は２桁までとし、２桁未満は切り捨てるものとする。）を入札書に記載すること。 

    入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければな
らない。ただし、入札金額の訂正はできないものとする。 

  イ 記載例 
    別紙３のとおり 

(7) 入札条件及び禁止事項 
   入札書の裏面に記載のとおり 

(8) 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 
   〒730-8507 
   広島市中区基町９番42号 
   広島県警察本部総務部会計課用度第二係 
    電話（082）228-0110（内線2215） 
 
２ 入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 
  (2) 令和６年広島県告示第607号（令和７年から令和９年において県が行う物品及び役務を調達

するための競争入札に参加する者に必要な資格等）によって「05Ａ写真用品」の資格を認定さ
れている者であること。 

(3) 広島県の指名除外を当該調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても受けて
いない者であること。 

 
３ 入札参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）について 

(1) 入札参加希望者は別紙４「申請書」及び別紙５「誓約書」を提出期限内に提出し、入札参
加資格の確認を受けなければならない。 

   また、別紙６「規格確認表」に応札しようとする物件の規格を記載し、仕様書の内容を満た
していることの確認を受けること。その際、その機器のカタログ等を添付すること。 

(2) 申請書の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。 
(3) 申請書に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。 
(4) 申請書の提出は、持参、郵送等（書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律
（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規
定する特定信書便事業者の提供する同条第２項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準
ずるものに限る。以下同じ。）又は電子メールによる。ただし、郵送等又は電子メールによ
る場合は、期限までに必着することとする。 

  ア 提出先 
    上記１(8)の場所 
  イ 提出期限 
    令和８年３月６日（金） 午後５時 
  ウ 入札参加資格の確認結果の通知 



    令和８年３月11日（水）までに通知する。 
 
４ 仕様書等について 

仕様書等に対する質問がある場合は、別紙７「仕様書等に対する質問書」を提出すること。 
(1) 提出先 

    上記１(8)の場所 
   (2) 提出期限 
    令和８年３月11日（水） 午後５時 
    (3) 質問の回答 
    令和８年３月16日（月）までに回答する。 
５ 入札参加条件 

(1) 上記２の資格を有する者であること。 
(2) 物品に係るアフターサービス、修理及び部品供給等を円滑に行うことができる者であること。 

  (3) 申請書を提出期限内に提出し、本件入札参加の確認を受けた者であること。  
 
６ 入札手続等 

(1) 入札書の提出期限、提出先及び提出方法 
  ア 提出期限 
    令和８年３月19日（木） 午後５時 
  イ 提出先 
     上記１(8)の場所 
  ウ 入札書の提出方法 
    封筒に入札件名及び入札日時を記載し、持参又は郵送等により提出すること。郵送等に

よる場合は、上記アの期限までに必着することとする。この場合においては、二重封筒と
し、表封筒に入札書在中の旨を朱書きし、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し提出し
なければならない。 

(2) 開札の日時及び場所 
ア 日時 

    令和８年３月23日（月） 午後２時30分 
  イ 場所 
    広島市中区基町９番42号 
    広島県庁舎東館13階会議室 
 
７ 入札参加者の義務 
  入札参加者は、入札説明書及び別紙３「記載例」を熟読の上、入札しなければならない。 
  この場合において、入札説明書及び別紙３「記載例」についての不知又は不明を理由として、
入札書提出後に異議を申し立てることはできない。 

 
８ その他 
 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 
   日本語及び日本国通貨 
  (2) 入札保証金及び契約保証金 
   免除 
 (3) 契約書作成の要否 
   要 
   契約条項については別紙８「契約書（案）」のとおり 
  (4) 再度入札 
   再度入札５回までとする。（トータル６回まで） 
   再度入札は後日実施するため、別途指示する。 
  (5) 入札の無効 
   広島県警察本部公告第45号に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注

意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島
県契約規則（昭和39年広島県規則第32号）第21条各号に該当する入札は無効とする。 

   再度入札の執行において、前回有効な入札の最低入札価格を告げるので、当該最低入札価
格未満の額で入札を行うこと。当該最低入札価格以上の入札があった場合、その入札は無効
となる。 

  (6) 落札者の決定方法 
   広島県契約規則第19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格を提

示した者を落札者と決定する最低価格落札方式とする。 



   落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引
かせ、落札者を決定するものとする。 

  (7) 入札の辞退 
  ア 入札執行前の入札辞退 
    別紙９「入札辞退届」を直接持参又は入札の前日までに到達するものに限り郵送等によ

り提出するものとする。 
  イ 入札執行中における入札辞退 
    入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出するものとする。 
  (8) 入札の延期及び中止 
   本件調達に係る歳入歳出予算が入札日までに議決されなかった場合又は減額若しくは削除

があった場合は、当該入札を延期又は中止する。 
 
９ 問合せ先 
  〒730-8507 
  広島市中区基町９番42号 
  広島県警察本部総務部会計課用度第二係（広島県庁舎東館15階） 
  電話（082）228-0110（内線2215）メールアドレス psoyoudo@pref.hiroshima.lg.jp 


